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次
長

検
事
堀
ｎ
㎡
．
品
勝
正
、

一
級
に
叙
す
る

ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
－

検
事
長
村
山
弘
義
、
’

検
事
長
に
任
命
す
る

Ｉ

事

‐河
内
悠
紀

、

一
級
に
叙
す
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

検
事
長
松
浦
恂
、

一
級
に
叙
す
る



１
１
１
猫
喜
一

、
‐

陣
’
一

一
少
ご

’
１

法務省人任第2748号

平成11年12月17日

内閣総理大臣殿

法 務 大
■

U■

■
＝

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，東京高等検察庁検事長村山弘義の退官に伴い，その後任に法

務事務次官原田明夫を， また，次長検事堀口勝正の退官に伴い，その後任に仙

台高等検察庁検事長松浦恂を，その後任に法務総合研究所長河内悠紀をそれぞ

れ充てようとするものであります。

記

法務事務次官 原田明夫

検事長に任命する

一級に叙する

検事長 松浦 恂仙台高等検察庁検事長

次長検事に任命する

一級に叙する
1

｜

’
最高検察庁検事

法務総合研究所長

検事長に任命する

一級に叙する

検事 河内悠紀

東京高等検察庁検事長 検事長 村山弘義

願に依り本官を免ずる
１
１

次長検事 堀口勝正

願に依り本官を免ずる

(平成11年12月22日付け）

| 法務省’
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１ 検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

東
京
大
学
法
学
部
卒

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

福
井
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

岡
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
六
年
一
月
四
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で
と
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

事

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
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I

項
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法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

一
法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
併
任
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
事
務
且

さ
せ
る

帰
朝
を
命
ず
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

ワ
Ｄ
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ｂ
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■
９
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出
張
期
間
は
昭
和
五
四
年
一
月
三
○
日
か
ら
同
年
二
月
一
六
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
七
年
一
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
七
年
一
月
一
八
日
か
ら
同
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
室
長
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

ド
及
び
香
港
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
七
年
一
○
月
四
日
か
ら
同
月
二
○
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
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長
に
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て
る
こ
と
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法
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人
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に
充
て
る
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六
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五
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昭
和
五
八
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一
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一
一

一
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△

言
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一

ム

五 八

旦

汽
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五
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一

四

ユ
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f

一

五

1

1

日

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
○
月
一
七
日
か
ら
同
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
七
月
二
八
日
か
ら
同
年
八
月
一
七
日
ま
で
と
す
る

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
大
韓
民
国
及
び
香
港
へ
出
張
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
八
年
六
月
四
日
か
ら
同
月
一
六
日
ま
で
と
す
る

西
Ｆ
イ
ッ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
疋
る
こ
と
を
解
く

事
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昭
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四 〃 四 五 四
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貢
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五

一

五 八 〃
△ △ 日
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法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
二
年
三
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

貝
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

事
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一

四

ユ
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一

○ 九
日

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

０

併
任
の
期
間
は
平
成
元
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
六
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
六
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

任
期
は
昭
和
六
三
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

一一

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

6丁

原
田
明
夫
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法 務 省

〃 〃 四 〃 〃 〃 三 〃 〃

平
成
二

－

年

四 〃
竺

〃
一
ハ 四

二 △

今

○ 七
｛
ハ
月

一
一
一

｛
ハ

▲

三 一一 一▲ 一 四

一
一
一
一

里
ユ 日

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

法
務
省
人
事
管
理
宮
を
免
ず
る

盛
岡
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

事

項
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法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁
名
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法 務 省

〃 〃 七 〃 〃 〃
一
ハ 〃 〃 五

－

〃 〃

平
成
四
年

上 ﾆー

一
一 九

▲

今

○ 〃 〃
- - ▲ 〃．

●

一

豆 九
一
ハ 五 四

月

一
一
一
一

二

九

一：

○ 五

一
一
一

生

一

八
ﾄ

一
一

〃

一
一
一
一

▲

宝

一
一
一
一

L

四

▲

五
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

第
一
三
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
二
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

①同会議日本政府代表代理を命ずる
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

第
一
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

事
項

法
務
省

〃 〃 〃

内

閣

最
高
裁
判
所

内

閣

内
閣
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法

務

省

最
高
裁
判
所

法
務
省
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名
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9丁

九 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成
八
年

‐

一
一

ｰ令

○ 五 四 一2 〃 〃 〃 〃
▲ 月

今

竺

○

二

九

一

一
一
一
・

▲

‐ A

九

△

一
一
ハ 五

二二

八

一
一
ハ

▲

‐ 今

四

一
一
一
一

- ▲

一
ハ
日

第
一
四
○
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

●
。

第
一
三
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

事

項

〃

内
閣
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総
理
府
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高
裁
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外
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法
務
省

庁
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一
一
一
一

▲

一

八

具

四

ﾏ 巳

一
一

一
一
一
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九
日

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

国
会
等
移
転
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

６
●

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

国
有
財
産
中
央
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

海
外
移
住
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

■

■

、

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
四
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

事

項

第
一
四
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃 〃 〃

内
閣

最
高
裁
判
所

大
蔵
省

〃

内
閣

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

内
閣

法

務

省

庁
名

内
閣
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〃

平
成
二
年

八 四
月

一
一

○ 八
日

■
。

出
張
期
間
は
平
成
一
一
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
設
立
委
員
を
命
ず
る

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
設
立
委
員
を
命
ず
る

事

頂
一、

法
務
省

郵
政
省

庁

名
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原
田
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中
央
大
学
法
学
部
卒
業

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

福
島
地
方
検
察
庁
郡
山
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

岡
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
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す
る
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七
五
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四
九
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三
五
四
一
三
一
二
六
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五
五
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五
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一
四
一
七
一

四

〃〃
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三1月九四八
一
一
七

四
一一

一

五両|モ'五一
六
一
札
幌
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

一
画
一
法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

一一凸

九

一

九
|日

一■今

｜｝ひ一一

E

q

事

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
欠
員
に
つ
き
同
課
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

事
務
取
扱
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
四
月
八
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
四
年
九
月
二
八
日
か
ら
同
年
一
○
月
二
日
ま
で
と
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る
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〃

平
成
二

一
ハ
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一
ハ

今

〃

六
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－

六
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五
九

昭
和
五
八

年
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一
一
一 〃 九

一
一
九 三 言 九

月

〃
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七 〃 五 二

▲

一
一

▲
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五 五 五

ユ

一
一
ハ 五

日

公
安
調
査
官
を
免
ず
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
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